
よくある質問・回答

番号 質問 回答

1

電気・ガス価格激変緩和対策事業とは

何か？

また、事業の目的やどのように支援を行う

のか？

令和5年(2023年)11月2日に、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」が閣議決定されました。

その中で、電気・ガス料金の激変緩和措置については、「2024年春まで継続する。具体的には、国際的な燃料価格の動向等を見極

めつつ、現在の措置を 2024年4月末まで講じ、同年5月は激変緩和の幅を縮小する。」と位置付けられています。

国が指定する値引き単価により需要家の使用量に応じた販売量に基づき電気料金の値引きを行った小売電気事業者等に対して、

値引き原資を交付します。電気・都市ガスの小売事業者等が、家庭・企業などに請求する月々の料金から使用量に応じた値引きを

行います。

2

「令和４年度事業」と「令和５年度事

業」は何が違うのか？

補助事業者（小売事業者等）向けの

公募がなされたが、小売事業者等はどの

ような対応・手続が必要か？

令和5年度事業は、令和4年度事業と同様に、小売事業者等を通じて、使用量に一定の単価を乗じた金額につき値引き支援を行っ

ていただくという点は同じです。

違いとして、事業の事務局の担い手は、「令和5年度事業」はデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社、「令和4年度事

業」は株式会社博報堂となります。

事務局に対する申請・精算等の手続は、「令和5年度事業」に関する内容はデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社に

対して、「令和4年度事業」に関する内容は株式会社博報堂に対して行っていただくこととなります。

なお、資源エネルギー庁ホームページ（https://www.enecho.meti.go.jp/appli/public_offer/2023/1117_02.html）の

「2. 事業スキーム」にあるとおり、「令和5年度事業」においては、国から直接、小売事業者等のみなさまに対して補助金を交付する形へ

と事業スキームが変更となっております。

今後事業に参画される小売事業者等の皆様におかれては、令和5年度事業の事務局を担っておりますデロイトトーマツファイナンシャル

アドバイザリー合同会社を通じて、令和5年（2023年）11月17日に資源エネルギー庁が開始した令和5年度事業の事業者公募に申

請いただき、補助対象事業者として登録を受け、事業に参画していただくようお願いいたします。

3

令和４年度事業の事務局を担う博報堂

から、令和５年度事業では事務局が変

更になるのか？

令和4年度事業と令和5年度事業は、事務局の担い手が異なります。

令和4年度事業の事務局は、引き続き、株式会社博報堂が担います。令和5年度事業の事務局は、資源エネルギー庁による入札の

結果、デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社に決定しました。

今後新たに本事業に参画される事業者は、令和5年度事業の事務局宛に申請をいただければ幸いです。

4
令和5年度事業にかかる支払請求の申

請手続はどうしたらよいか？

令和5年度事業に係る支払請求の申請手続については、事業者マイページ（https://shinsei.r5.denkigas-

gekihenkanwa.go.jp/）をご確認ください。

https://www.enecho.meti.go.jp/appli/public_offer/2023/1117_02.html
https://shinsei.r5.denkigas-gekihenkanwa.go.jp/
https://shinsei.r5.denkigas-gekihenkanwa.go.jp/
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5

電気・ガスに対する支援内容（単価・支

援期間）は、事務局変更に伴って変更と

なるのか？

電気・ガス価格激変緩和対策による支援内容は、

（１）期間は、令和6年5月使用・6月検針分まで(※令和5年1月使用分ではなく2月使用分から値引きを開始した事業者様につい

ては令和6年6月使用分まで）

（２）値引き単価は、

①電気であれば、

1月使用・2月検針分から4月使用・5月検針分は、低圧が3.5円/kWh、高圧が1.8円/kWh

5月使用・6月検針分は、低圧が1.8円/kWh、高圧が0.9円/kWh

②都市ガスであれば、1月使用・2月検針分から4月使用・5月検針分までが15円/㎥

5月使用・6月検針分が7.5円/㎥

③LNGであれば、1月使用・2月検針分から4月使用・5月検針分までが18,233円/t

5月使用・6月検針分が9,116円/t

となります。

6 値引きはどのように行われるのですか。
国は、電気・都市ガスの小売事業者等に対して値引き原資を交付し､電気・都市ガスの小売事業者等が､家庭・企業などに請求する

月々の料金から使用量に応じた値引きを行います。

7 値引き額を教えてほしい。

以下の値引き単価に月々の使用量を掛けた値が月々の値引き額となります。

＜電気料金＞

【低圧】値引き単価：3.5円/kWh ※2024年5月使用分は：1.8円/kWh（税込み）

【高圧】値引き単価：1.8円/kWh ※2024年5月使用分は：0.9円/kWh（税込み）

＜都市ガス料金＞

［都市ガス］

値引き単価：15円/㎥ ※2024年5月使用分：7.5円/㎥（税込み）

※年間契約量が1000万㎥以上の企業等は対象外

※発電事業者向けの販売量は除く

［LNG］

値引き単価：18,233円/t ※2024年5月使用分：9,116円/t（税込み）

※年間契約量が8,226t超の企業等は対象外

※発電事業者向けの販売量は除く
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8
電気について低圧契約の企業への値引き

単価はいくらですか。
家庭・企業を問わず､低圧契約の需要家への値引き額は3.5円/kWh（2024年5月使用分は：1.8円/kWh）（税込み）です。

9

値引き単価について、15円/㎥としている

が、熱量に応じて別々の単価が定められ

ているのでしょうか。

値引き単価は熱量によらず一律で15円/㎥（※2024年5月使用分は：7.5円/㎥）（税込み）です。

10
値引きはいつから対象となりますか。また、

いつまで実施されますか。

原則､2023年1月使用・2月検針分から2024年5月使用分・6月検針分までが対象となります。値引きの開始使用月の考え方につい

て、詳細はこちらをご確認ください。

11
値引き期間の5月使用分までとは、具体

的にいつまでの分になりますか。

「●月使用分」の考え方は､これまでの定義と変更はございません。

すなわち､5月使用分については､2024年5月使用・5月末検針分又は、2024年5月使用・6月検針分が対象となります。

値引き期間について､より具体的に場合分けすると以下のとおりとなります。

（１）電気

①繰上：2023年1月使用分から値引き開始の場合は､2024年5月使用・5月検針分まで

②繰上：2023年2月使用分から値引き開始の場合は､2024年6月使用・6月検針分まで

③分散：2024年5月使用・6月検針分まで

（２）都市ガス

①月末：2023年1月使用分から値引き開始の場合は､2024年5月使用・5月検針分まで

②月末：2023年2月使用分から値引き開始の場合は､2024年6月使用・6月検針分まで

③回分：2024年5月使用・6月検針分まで

上記いずれのケースにも当てはまらない場合は､事務局までご連絡ください。

12

大口契約の1日検針の場合、2022年12

月に決まる燃料調整・原料調整の価格が

反映されるのが2023年2月使用分（3月

1日検針分）となりますが、2023年2月

使用分からの値引き開始となりますか。

値引きの対象は､2022年12月下旬に確定する燃料費調整単価､原料費調整単価が反映される検針分から対象となります。ご質問

のケースでは､2023年2月使用分（3月1日検針分）から値引き開始としてください。

値引きの開始使用月の考え方について、詳細はこちらをご確認ください。

https://r5.denkigas-gekihenkanwa.go.jp/assets/file/%E5%80%A4%E5%BC%95%E3%81%8D%E9%96%8B%E5%A7%8B%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%9C%88%E3%81%AE%E8%80%83%E3%81%88%E6%96%B9%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf
https://r5.denkigas-gekihenkanwa.go.jp/assets/file/%E5%80%A4%E5%BC%95%E3%81%8D%E9%96%8B%E5%A7%8B%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%9C%88%E3%81%AE%E8%80%83%E3%81%88%E6%96%B9%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf
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13
今後、契約する需要家もいますが対象に

なりますか。

需要家の方が､本事業の対象要件を満たしていれば､今後契約する需要家も値引きによる支援の対象となります。

そもそも､需要家が対象要件を満たしているかが分からない場合は､小売事業者等の皆様と需要家との間での契約内容など詳細な情

報を事務局まで提供いただく形でご連絡ください。

14

2023年1月検針分に2022年12月の使

用分が含まれている場合、2022年12月

の使用分は支援の対象となりますか。

支援対象期間は2023年1月使用分からとなります。そのため､2023年1月検針分において2022年12月の使用分を含む場合､当該

2022年12月の使用分については支援の対象となりません。システム上､日割り計算等の対応ができない場合には､2023年2月検針分

から値引きを開始してください。

15

市場連動型メニューや再エネ100%など、

燃料費調整・原料費調整がないメニュー

についても値引きの対象となりますか。

値引きの対象となります。

使用量に応じた値引きを実施してください。

16

同一需要地点に複数契約がある場合や、

同一需要家が複数契約を持つ場合には、

契約ベース・合算ベースのいずれで判断す

るのでしょうか。

需要地点や需要家ごとではなく､契約ごとに判断します。

17
値引き単価は税込みですか。税抜きでは

いくらですか。

税込みの値引き単価は、

・電気低圧3.5円/kWh（※2024年5月使用分は1.8円/kWh）

・電気高圧1.8円/kWh（※2024年5月使用分は0.9円/kWh）

・都市ガス15円/㎥ （※2024年5月使用分は7.5円/㎥）

・LNG18,233円/t （※2024年5月使用分は9,116円/t）

です。

税抜きの値引き単価は､

・電気低圧3.19円/kWh（※2024年5月使用分は1.64円/kWh）

・電気高圧1.64円/kWh（※2024年5月使用分は0.82円/kWh）

・都市ガス13.64円/㎥（※2024年5月使用分は6.82円/㎥）

・LNG16,575.46円/t （※2024年5月使用分は8,287.28円/t）

です。

18
補助金の会計処理の扱いはどのようにす

べきですか。勘定科目等を教えてください。
各社の会計処理については､各社判断となります。各社の会計士､税理士にご相談をお願いいたします。
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19
需要家への値引き支援の表示・周知はど

のようにすべきですか。

需要家への値引き支援の表示・周知は、例えば以下の方法で行ってください。

①請求書、検針票、Web明細等において、値引き単価等の記載いただくともに、②各社HP等における値引き単価等の公表、③プレ

スリリース等により、需要家の皆様へのお知らせをお願いします。

なお、資源エネルギー庁のホームページ（https://r5.denkigas-gekihenkanwa.go.jp/）に、支援の仕組みや支援内容等に関する内

容を掲載しておりますので参考にしてください。

20

令和5年度事業において、令和6年

（2024年）1月使用分以降の値引き支

援についても「サンプルチェック」は行います

か。

令和4年度事業の事務局は需要家に対して値引きを適切に行っていただいているかを確認するために「サンプルチェック」を行っています。

令和5年度事業においても「サンプルチェック」を実施させていただきます。

21 ガスの卸供給は対象となりますか。 ガス会社に都市ガスやLNGを卸売りする契約については支援の対象外です。

22

居住用マンションの各住戸に低圧電力を

提供している高圧一括受電事業者は事

業に参画するための申請が必要ですか。

居住用マンションの各住戸に低圧電力を提供している高圧一括受電事業者等については、本事業に参画いただき、番号23で説明し

ている値引きを実施していただくため、事務局に対する申請が必要となります。

23

高圧一括受電事業者が電気の供給先に

電気料金の請求を行う際、値引き額はい

くらですか。

＜居住用マンションの各住戸に、低圧電力を提供する場合＞

各住戸に対しては3.5円/kWh（※2024年5月使用分は1.8円/kWh）（税込み）分の値引きを実施してください。電力会社から値

引きされている分との差額である1.7円/kWh（※2024年5月使用分は0.9円/kWh）（税込み）分の値引き原資については、本事

業に参画いただくことで補助金として交付いたします。補助金を交付するため、事務局に対する申請をお願いします。

＜居住用マンションの共用部や、商業用ビル、工業団地等に、高圧・低圧電力を提供する場合＞

電力会社から値引きされている分と同じ、1.8円/kWh（※2024年5月使用分は0.9円/kWh）（税込み）分の値引きを実施してくだ

さい。

24
登録特定配送電事業者は補助金の対

象となりますか。
対象です。

https://r5.denkigas-gekihenkanwa.go.jp/
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25
LPガスの集団供給である旧簡易ガスは対

象ですか。
対象外です。

26
LNG以外の原料を用いる都市ガスは対象

ですか。

対象です。

例えば､標準熱量が39MJの12Aの都市ガスや､62MJの13Aの都市ガスは対象です。

27

LNGの液売り事業者は対象ですか。対象

となる場合の値引き単価や契約量用件

はいくらでしょうか。

複数回の取引が前提の一定期間の契約であって取引価格の定めがあるもの､又は､予め公表した料金メニュー・約款の価格で販売す

るものは､対象です。

ただし､発電事業者向けの販売量は除きます。値引き単価は18,233円/t（※2024年5月使用分は9,116円/t）（税込み）､契約

量要件は8,226t/年未満（最終需要場所における全小売事業者との年間の総契約量）です。

28
船舶燃料用のLNGの液売りは対象です

か。

対象です。

ただし､免税対象とされる外航船舶用の燃料は対象外です。

29
発電事業者が用いる都市ガス・LNGは対

象ですか。

発電事業者等(※1)が他の者に供給する電気の発電(※2)用に供する都市ガス・LNGは対象外です。

ただし､年間契約量が一契約あたり1,000万㎥未満（LNGの液売り事業の場合は8,226t）の発電所における自家消費分については

支援の対象です。

※1 2019年度以降にLNG､その他ガスによる発電実績を計上している事業者。

最近の実績は電力調査統計2-(1)発電実績からご確認いただけます。

https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/electric_power/ep002/results.html

※2 電気事業の用に供する事業用電気工作物での発電

30

値引きを行う需要家として、国や独立行

政法人、公共施設、大使館等の免税施

設も対象ですか。

対象です。

https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/electric_power/ep002/results.html
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31

年間契約の変更により支援対象期間の

途中から1000万㎥未満の契約となった場

合、いつから値下げの対象とするのでしょう

か。

変更した契約が有効となる時点から値引き対象です。

ただし､そのようなケースについては､確認のため､個別に説明､追加的な証憑を求める場合があります。

32
補助対象である小売事業者等の自家消

費用途の供給分は値引きの対象ですか。
対象外です。

33

電気・ガス価格激変緩和対策事業に参

加し、値引きを行っている小売事業者等

はホームページで掲載されていますか。

電気・ガス価格激変緩和対策事業に参加し、需要家に対する値引きを行っている事業者はホームページ（https://denkigas-

gekihenkanwa.go.jp/adopt）で公表しております。

34
値引きに伴い、供給約款の変更は必要で

すか。
供給約款や供給条件の内容変更は必要です。その方法については､各社の判断となります。

35
本事業には必ず参加しないといけないので

すか。
小売事業者等の皆様にご参加をお願いします。

36 本事業の窓口連絡先を教えてください。

（１）小売事業者等向け

本事業への参加、申請手続等については、下記までご連絡ください。

＜電話＞

(03) 6635-2011 ※平日9:00～17:00

（２）需要家のみなさま向け

本事業の概要等のお問い合わせは、下記までご連絡下さい。

お問い合わせ窓口：0120-013-305 ※全日9:00～17:00（12/29～1/3を除く）

37
本事業の事務局はどこが実施しているの

ですか。

本事業の事務局は、公募等の手続を経て、「令和4年度事業」は株式会社博報堂、「令和5年度事業」はデロイトトーマツファイナン

シャルアドバイザリー合同会社が担っています。

https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/adopt
https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/adopt
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